
北海道学生サッカー連盟規約 

             （２０２４年４月１日最終改正） 

 

第１章 総則 

（名称） 

第 １ 条 本連盟は、北海道学生サッカー連盟（英文標記： HOKKAIDO  UNIVERSITY  

FOOTBALL  ASSOCIATION）と称する。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第 ２ 条 本連盟は、北海道内の学生サッカー団体を統括代表し、公益財団法人日本サッカ

ー協会、公益財団法人北海道サッカー協会及び一般財団法人全日本大学サッカー連盟の統

轄を受けつつ、サッカー技術の向上と加盟登録団体相互の親睦を図り、北海道学生サッカー

界の発展と広く社会貢献できる人材及びスポーツ文化発展のためにそのリーダーとなる人

材を養成することを目的とする。 

 

（事業） 

第 ３ 条 本連盟は、第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 （１）全道規模の競技大会の開催 

 （２）選抜チーム選手の選出とその強化 

 （３）指導者講習会ならびに審判育成のための講習会       

 （４）その他本連盟の目的達成に必要な事業     

 

第３章 組織 

（加盟登録団体） 

第 ４ 条 本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会寄付行為細則第３条に基づく第１種

登録し、さらに一般財団法人全日本大学サッカー連盟に登録した団体であって、第２条の目

的を達成するに必要な条件を備えた団体で組織する。 

 

（加盟登録団体の権利と義務） 

第 ５ 条 加盟登録団体は、第２条および第３条に基づき、次の権利を有し、義務を負う。 

 （１）本連盟の運営に参加するための議決権を有する。 

 （２）本連盟主催の諸事業に参加する権利を有する。 

 （３）本連盟規約を遵守し、決議事項に従う義務を負う。 

 

（加盟登録の手続き） 



第 ６ 条 本連盟に新規に加盟登録する団体は、定められた様式により申請し、総会におけ

る承認後、登録費（チーム及び個人）を納入し、手続きを完了しなければならない。 

２ 前年度に引き続き本連盟に加盟登録する団体は、登録費を添えて、定められた期日まで

に手続きを完了しなければならない。 

３ 登録費その他加盟に関する条件は別に定める。 

 

第４章 運営 

（運営） 

第 ７ 条 本連盟に、業務処理のため、次の機関を置く。 

 （１） 総 会 

 （２） 理事会 

 （３） 各種委員会 

２ 各種委員会は、次に掲げる委員会とする。 

 （１）専門委員会：総務委員会、広報委員会、技術委員会、審判委員会、競技委員会規律

委員会、医学委員会 

 （２）特別委員会：理事会で必要と認めた業務にかかわる委員会 

３ 各種委員会の運営については別に定める。 

 

第５章 役員 

（役員） 

第 ８ 条 本連盟に、次の役員を置く。 

 （１）会  長（１名） 

 （２）副 会 長（若干名）   

 （３）理 事 長（１名） 

 （４）副理事長（２名）   

 （５）理  事（若干名） 

 （６）会計監査（２名） 

 

（役員の選任）         

第 ９ 条 会長、副会長および会計監査は、理事会の推薦に基づき、総会での承認を経て選

任する。 

２ 理事は、次に掲げる者の中から理事会において選任する。 

  ア 本連盟に加盟登録した団体の部長、監督、コーチ等 

イ 事務局長 

ウ 会長が指名した学識経験者 

３ 理事長は、理事会において理事の互選により選出し、総会での承認を経て選任する。 



４ 副理事長は、理事の中から理事長が指名し、総会の承認を経て選任する。 

５ 本連盟には、総会の議を経て、名誉会長及び顧問を置くことができる。 

 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は、選任の日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する総会又は理事会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補充のため就任した役員の任期は、前役員の残任期間とする。   

 

（役員の職務） 

第１１条 会長は、連盟業務を総理し、本連盟を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはこれを代行する。 

３ 理事長は、業務全般について処理する。 

４ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故あるときはこれを代行する。 

５ 理事は、理事会を組織して、総会の決定事項を遵守し、総会により委託された事項に関

する業務を議決し、執行する。 

６ 会計監査は、本連盟の会計業務執行状況ならびに財産状況を監査する。 

 

第６章 会議 

（総会の構成） 

第１２条 総会は、本連盟の最高議決機関であり、役員および各加盟登録団体の代表者１名

によって構成する。 

 

（総会の審議事項） 

第１３条 総会は、次の事項について審議決定する。 

 （１）役員の選任 

 （２）事業計画ならびに事業予算 

 （３）事業報告ならびに事業決算 

 （４）規約の改廃 

 （５）表彰ならびに罰則 

 （６）全日本大学サッカー連盟役員の推薦 

 （７）その他議決を必要とする重要事項 

 

（総会の召集） 

第１４条 総会は、会長が召集して、年１回必ずこれを開かなければならない。 

２ 会長が必要と認めた場合には、臨時に総会を開くことができる。 

３ 加盟登録団体総数の３分の１以上が会議開催の理由を示して開催請求をした場合には、



会長は臨時に総会を召集しなければならない。 

 

（総会の議長） 

第１５条 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

 

（総会の成立並びに議決） 

第１６条 総会は、構成員の過半数（委任状を含む）の出席をもって成立し、その議決は出

席者（委任状を含む）の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合には議長の決する

ところによる。 

 

（理事会の構成） 

第１７条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び理事によって構成する。 

 

（理事会の審議事項） 

第１８条 理事会は、次の事項について審議する。 

 （１）理事の選任及び役員の推薦 

 （２）事業計画ならびに事業予算 

 （３）事業報告ならびに事業決算 

 （４）表彰ならびに罰則 

 （５）全日本大学サッカー連盟役員の推薦 

 （６）その他審議を必要とする重要事項 

 

（理事会の召集） 

第１９条 理事会は、定例の理事会を年４回開催することを原則とし、会長がこれを召集す

る。 

２ 会長が必要と認めた場合には、臨時に理事会を開催することができる。 

３ 理事の３分の１以上が会議開催の理由を示して開催請求をした場合には、会長は臨時

に理事会を召集しなければならない。 

 

（理事会の議長） 

第２０条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

 

（理事会の成立と議決） 

第２１条 構成員の３分の２以上（委任状を含む）の出席をもって成立し、その議決は出席

者（委任状を含む）の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するとこ

ろによる。 



 

（専門委員会の構成） 

第２２条 各専門委員会は、理事会において選任した委員をもって構成する。 

 

（専門委員会委員長） 

第２３条 各専門委員会の委員長は、理事の中から理事会において選任する。 

 

（専門委員会の運営） 

第２４条 各専門委員会の運営に関しては、別に定める。 

 

第７章 会計 

（経費） 

第２５条 本連盟の経費は、次の収入をもってあてる。 

 （１）加盟団体が納入する登録費（チーム及び個人） 

 （２）寄付金 

 （３）その他の収入 

  

（会計年度） 

第２６条 本連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第８章 賞罰 

（表彰） 

第２７条 本連盟は、本連盟の発展に多大な功績を残した加盟登録団体および個人を、総会

の議を経て、表彰することができる。 

 

（罰則） 

第２８条 本連盟は、次に掲げる事項に該当する加盟登録団体および個人に対して、公益財

団法人日本サッカー協会懲罰規定に基づく罰則を科すことができる。なお、決定事項につい

ては、理事会に報告し、承認を受けなければならない。 

 （１）本連盟の名誉を棄損すること 

 （２）本連盟規約に従わないこと 

 （３）総会の決議事項に従わないこと 

２ 本連盟で主催する大会については、大会ごとに規律委員会を設置し、大会規律委員会で

罰則を科すことができる。 

３ 重罰に係ることは公益財団法人北海道サッカー協会に報告することとする。 

 



第 9 章 雑則 

（事務局） 

第２９条 本本連盟の事務を処理するため、会長の指定する場所に事務局を置く。 

２ 事務局は、加盟登録団体から選出した学生幹事によって組織する。 

３ 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。 

４ 事務局長、事務局次長及び学生幹事は、理事会において選任する。 

 

（改廃） 

第３０条 本連盟規約の改廃は、総会において、出席者の３分の２以上の同意をもって行う。 

 

附則 

１ 本規約は、昭和５０年７月１１日から施行する。 

附則 

１ 本規約の一部改正は、昭和５６年４月２５日から施行する。 

附則 

１ 本規約の改正は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附則 

１ 本規約の一部改正は、平成２年４月１日から施行する。 

附則 

１ 本規約の一部改正は、平成６年４月１日から施行する。 

附則 

１ 本規約の改正は、平成１０年４月１日から施行する。 

附則 

１ 本規約の一部改正は、平成１１年４月１日から施行する。 

附則 

１ 本規約の一部改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

附則 

１ 本規約の一部改正は、令和４（２０２２）年４月３日から施行する。 

附則 

１ 本規約の一部改正は、令和６（２０２４）年４月１日から施行する。 

   


